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資料２６ 

 

 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 

 

件

名 
「30歳のつどい」に係る外国人登録情報の目的外利用について 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

 

条例の根拠 

【諮問】 

◇第 11条第 2項第 5号（目的外利用） 

 

 

 

 
（担当部課： 子ども家庭部 子ども家庭課 企画係） 
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事業の概要 

事業名 ３０歳のつどい 

担当課 子ども家庭部 子ども家庭課 企画係 

目 的 「３０歳のつどい」案内状送付のため 

対象者 平成２３年１０月１日現在、新宿区に住民登録又は外国人登録をしている昭和５６

年４月２日～昭和５７年４月１日生まれの者 

事業内容 【事業概要】 

 新宿区次世代育成支援計画（平成 22年度～26年度）では、対象を世帯形成期ま

でひろげ、社会生活を営むうえで困難を有する若者を対象に、支援策を講じること

としている。 

この事業は、若者が一堂に会する機会をつくることにより、仲間づくりの後押し

をするとともに、行政との接点が少ない年代の若者に対して、行政への関心を高め

ることを目的として実施する。 

【実施方法】 

区内の３０歳の若者（住民基本台帳人口約5,500名＋外国人登録人口約1,200名）

を対象に、新宿文化センターでイベントを実施する。そのイベントの案内状を送付

するため、区内在住の外国人登録人口の個人情報（氏名、住所）が必要となる。 

【スケジュール】 

１０月下旬        対象者への案内状作成及び送付 

１１月２６日（土）   「３０歳のつどい」開催 
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別紙（目的外利用関係） 

◇１．目的外利用（第 11 条第 2 項第 5 号関係）・・・諮問事項 

 

件名 「30歳のつどい」に係る外国人登録情報の目的外利用について 

 

保有元 利用先 

保有課 戸籍住民課 利用課 子ども家庭課 

登録業務の名称 外国人登録 登録業務の名称 ３０歳のつどい 

登録業務の目的 

日本に在留する外国人

の居住関係及び身分関

係を明確にする 

登録業務の目的 
イベントの案内状送

付 

登録業務に係る個人

情報の記録媒体 
ホストデータ 

登録業務に係る個人

情報の記録媒体 
紙及び電子データ 

目的外利用を行う理

由 
「３０歳のつどい」の案内状送付のため 

目的外利用を行う情

報項目 

本事業の対象者となる外国人登録者の以下の情報 

氏名、住所 

目的外利用を行う際

に使用する記録媒体 
紙（宛名ラベル） 

目的外利用の時期・期

間 
平成２３年１０月１日（土）から１１月２６日（土）まで 

緊急時の目的外利用

における本人通知の

状況 

 

 


